
甲州ぶどうの由来
「雨宮勘解由説」は、文治 2年（1186年）、上岩崎（勝沼町）の農民であった
雨宮勘解由が近くの石尊宮へ参詣した折に、珍しい山ぶどうを見つけて
持ち帰り、栽培して実生したものが広まったというものです。
もうひとつの「大善寺説」は、養老 2年（718年）、有名な僧侶の行基が勝

沼の地へ来た際、川岸の岩壁で 21日間修行したところ、満願の日に右手に
ぶどうを持った薬師如来像が現われたので、さっそく如来像を彫り、大善
寺（勝沼町）に安置するとともに、村人に法薬のぶどう栽培を教えたとい
う説です。この大善寺は武田家とのつながりも深く、甲斐武田家第二十代
目当主武田勝頼も戦勝祈願をしています。

日本農業遺産
日本農業遺産は、我が国において重要かつ伝統的な農林水産業を営
む地域（農林水産業システム）を農林水産大臣が認定する制度です。

地域開発の歴史
本地域の主要な農産物である果樹などの歴史について、前歴国営事業と関係の深い江戸期以降について見てみ
ましょう。

江戸期
甲州のぶどうは、江戸時代から有名で、松尾芭蕉も俳句に「勝沼や馬子もぶどうを喰いながら」（天和3年「1683
年」）と詠んでいます。
また、江戸中期の代表的な儒学者である荻生徂徠も「勝沼の宿は、
人家多くし繁昌な所、甲州街道で第一番地、甲州葡萄は此国の名物
なり」と峡中紀行（宝永3年「1706年」）に記しています。
この頃、勝沼宿は珍果であるぶどうの里として江戸にも知れわた
り、江戸の青果問屋へ出荷して、貨幣に替えるなど商品として販売
するようになったものと推測されます。
ここで言うぶどうは、現在の甲州種ですが、その起源は明らかで
なく、 発祥の伝説として2説があります｡1つは｢雨宮勘解由｣の伝
説であり、もうひとつが「大善寺」の伝説です｡
山梨の農業は、古くから自給的な米麦、雑穀並びに換金作目とし
ての養蚕、たばこが中心でしたが、本地域の中心である峡東地域な
どでは、気侯、風土に通じたぶどうなどの落葉果樹が栽培され、この
江戸時代には、甲州の特産物として、りんご、かき、ざくろ、くり、ぶ
どう、なし、ぎんなん、ももが｢甲斐の八珍果｣ の名で全国に知られて
いたと言われています。
戯作者の仮名垣魯文（一光斎芳盛画）による道中記（安政４年

「1857年」）では、身延参詣に向かう途中、甲州道中勝沼宿のぶどう
棚の下で憩う弥次郎兵衛と北八、その二人に名物のぶどうを売ろう
とする女性、三人の丁々発止のやりとりがおもしろおかしく描かれ
ており、ぶどう郷を思わせる内容が紹介されています。

明治期から昭和期（戦前）
甲州は、明治元年（1868年）3月に官軍が甲府城に入城した後、甲斐

府から甲府県を経て、同4年11月20日に山梨県となりました（現在
11月20日は「県民の日」となっています）。
明治時代に入ると、政府の殖産興業政策のもとで養蚕の振興に伴う

製糸業の発展やぶどう酒醸造業などが育成されるとともに、多くの先
駆者の努力により果樹なども新品種が導入され、果樹の生産も次第に
広がりを見せるようになりました。
また、明治44年（1911年）には中央線全線が開通し、産業や文化の

進展が見られました

昭和期（戦後）以降
昭和20 年（1945年）に終戦を迎え、戦後の農地改革によって自作農

中心の体制となり、昭和30年代までこの地域の主力産業であった養蚕
の生糸の価格が低迷すると、果樹栽培へと転化する農家が急増するこ
とになりました。
特に、ぶどう、もも、すももなどの果樹の生産が大幅に増加し、これに

対して米や繭の生産が減少しています｡
これは、昭和33年（1958年）に新笹子トンネルの開通に伴う国道

20号の整備により、首都圏に近いという立地条件を生かして果樹など
商品作物へと急速に移行したことが要因と考えられます。
さらに、昭和57年（1982年）の中央自動車道の全線開通により、物

流が一気に増大し、地域の振興が図られています。
平成20年（2008年）６月４日、環境省により笛吹川の源流である西

沢渓谷が「平成の名水百選」に選定されたことを契機に、笛吹川沿岸土
地改良区では、笛吹川名水育ち「ご安心果菜」というキャッチコピーを
作り、笛吹川の畑地かんがい水で育った農産物のブランド化を図り、受益
農家の販売促進や収益アップに繋がるような取り組みを行っています。

平成28年（2016年）には、笛
吹川沿岸地域が属する山梨県峡
東地域の果樹栽培農業が、「盆地に適応した山梨の複合的果樹システム」と
して、日本農業遺産に認定されています。
このため山梨市、笛吹市、甲州市及び山梨県では、日本農業遺産に認定さ

れたことを広くＰＲするとともに地域の独特の果樹農業や、かけがえのな
い美しい景観を維持していくための活動を推進しています。

安政4年（1857年）甲州道中膝栗毛

嘉永元年（1848年）甲州八珍果　甲斐叢紀
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甲州ぶどうの栽培
日本農業遺産認定ＰＲポスター

（資料：峡東地域世界農業遺産推進協議会）

明治27年（1894年）の観光ぶどう園の
ぶどう狩りのちらし

リーフレット（上）とシンボルマーク（下）
（資料：笛吹川沿岸土地改良区）
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注）関係市町村名は、国営事業完了時の関係市町村名で表示しています。

前歴国営事業の背景・経緯

本地域の地形は、笛吹川沿岸の丘陵地及びそれに流入する小河
川などの扇状地からなり、標高250ｍ～800ｍに展開する緩～急
傾斜地です。
この地域の気象条件は、盆地特有の日気温差が大きく、果樹栽培
には適しているものの、年平均降水量は約1,100ｍｍと少なく、
降雨分布も不均一で、恒常的な用水不足をきたしている状況で、天
候に左右される不安定な農業経営を余儀なくされていました。
そのため、昭和42年（1967年）に安定した用水確保を悲願とす
る、地元関係市町村長等で構成する笛吹川沿岸土地改良事業推進
同盟が結成されました。その推進同盟の熱意と努力により、昭和
43年（1968年）には国営土地改良事業調査地区に採択され、全体
実施設計を行うなかで、昭和45年（1970年）には笛吹川沿岸土地
改良区が設立され、推進同盟の業務を引き継ぎ、昭和46年（1971
年）に国営笛吹川農業水利事業が着工となりました。
本事業は、畑地かんがいに必要な用水を確保するための新規水
源を、山梨県が治水と水利用による笛吹川沿岸地域の開発を目的
として定めた、笛吹川総合開発計画に基づいて築造された広瀬ダ
ムに求め、甲州市藤木地区に建設された発電用の藤木調整池に国
営事業で藤木取水工を設けて、笛吹川の左右岸の受益地に送水す
ることとしました。
このため山梨県では、笛吹川の治水と水利用を図る笛吹川総合
開発計画を策定し、この事業計画の一環として多目的ダム「広瀬ダ
ム」を建設することになりました。広瀬ダムの建設により、笛吹川
沿岸地域の畑地に、かんがい用水のための安定的な水源の確保ができました。
笛吹川総合開発事業に関連して、 山梨県が実施した笛吹川発電事業（広瀬、天科、柚ノ木の各発電所）のうち、柚
ノ木発電所について、施設の一部（天科取水工～導水路～藤木地点の水管路）を前歴国営事業と共同事業として施
行することとし、昭和48年（1973年）10月24日協定締結し、更に塩山市上水道事業が加わり昭和51年（1976
年）2月12日、農水(関東農政局長)、発電(山梨県公営企業管理者)、上水(塩山市水道事業)の三者による協定が締
結されました。
なお、事業の実施は、山梨県公営企業管理者が農水と上水の事業者からそれぞれ受託して実施しました。

前歴国営事業の概要

国営事業として、藤木取水工１箇所、幹線水路48km、副幹線水路49km、調整池20箇所、揚水機場10箇所など
の水利施設を建設するとともに、用水操作の省力化と合理化並びに水利施設の安全性確保のため、遠方監視制御装
置による水管理システムを導入しました。
また、国営事業にあわせて、スプリンクラーなどによる散水施設や防除施設を、県営かんがい排水事業及び県営

畑地帯総合土地改良事業により整備し、用水の安定的な確保が可能となりました。
このことにより、本地域の農業の基盤が整備され、従来の不安定な農業を解消し、農業の生産性の向上と農業経

営の安定が図られることとなりました。

笛吹川総合開発計画
笛吹川の治水及び農業用水（不特定）、特定かんがい用水（畑地かんがい）、上水（塩山市）の用水確保を目的とするもので、

あわせて事業の一環として広瀬ダムと３箇所の発電所を建設する事業計画です。
広瀬ダムの建設により、笛吹川沿岸畑地かんがい用水が確保されました。

（国営笛吹川農業水利事業）

広瀬ダム

藤木取水工流入側（調整池側） 藤木取水工流出側（除塵設備）

広瀬ダム～藤木調整池までの位置図

前歴事業（国営笛吹川農業水利事業）の概要

関係市町村
塩山市、山梨市、牧丘町、春日居町、勝沼町、石和町、一宮町、御坂町、八代町、中道町、
三珠町、境川村、豊富村（2市9町2村）

受 益 面 積 5,420ha

事 業 工 期 昭和46年度～昭和63年度

造 成 施 設
導水路：8km（共同事業）、藤木取水工：1箇所、幹線水路：48km、副幹線水路：49km
調整池：20箇所、揚水機場：10箇所、水管理施設：一式

前歴事業（国営笛吹川農業水利事業）の主要施設

藤木取水工
山梨県柚ノ木発電所で放流した水を笛吹川沿岸地域に導水するために再取水する施設です。
取水量　4.52m3/s（上水道0.04m3/sを含む）

調 整 池 水を適正に配分するための施設です。地区内に20箇所設置されています。

揚 水 機 場
かんがいに必要な水圧を確保するため、加圧するための施設です。
地区内に10箇所設置されています。

調整池と揚水機場 揚水機場（ポンプ設備）
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関連事業の実施

国営関連事業として、国営事業で整備された管水路から分水し、各ほ場の散水施設までを整備する県営かんがい
排水事業（昭和48年度～平成13年度）及び畑地かんがいを基幹事業とし、農道や排水路、さらに樹園地の区画整理
などを同時に整備する畑地帯総合土地改良事業（昭和49年度～平成13年度）などが実施され、受益地内の畑地か
んがい施設をはじめ農道、排水路などの整備が行われました。
畑地かんがい施設の整備では、営農形態、作物に応じた散水施設（スプリンクラー、給水栓、ドリップチューブな

ど）が整備されています。

前歴国営事業などによる効果

前歴国営事業による施設とあわせて、スプリンクラーや給水栓などのほ場までの散水施設の整備により、農作物
が生育するために必要な水量を農地や農作物にかん水することが可能となりました。
このことにより、干ばつ被害の防止や軽減などにつながり、果樹などの農作物の収穫量が安定するとともに、品

質の向上が見込まれ、地域のブランド化などに貢献しています。

スプリンクラー

（出典：畑地かんがいの効果）
（平成13年度笛吹畑かん効果確認調査報告（峡東地域振興局））

もも
■散水なし　■散水あり

ぶどう

10a換算収穫量（単位：kg） 関係市町の果実生産額（億円）

（出典：山梨県統計データバンク）

マイクロスプリンクラー ほ場給水栓 ドリップチューブ
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